
 

 

     三木市記者発表資料 （令和3年3月26日発表） 

担当部課名 担当長 担当係 電話番号 

総務部 

税務課 

課長 岡本俊宏 

（内線 2320） 
管理係 

0794-82-2000 

（内線 2316） 

 

タイトル 

納税証明書交付手数料の徴収誤りについて 

 

内 容 

 納税証明書交付手数料は三木市税施行規則により、1 年度毎に 300 円徴収する

ことになっている。しかし、現状では 1 納税義務者ごとに 300 円の徴収となっ

ていることが判明した。 

 

1 原  因    

         平成 24年度の基幹システム変更による、様式変更の時点で誤りが発生したと

推察する。 

2 徴収漏れ金額等                 （単位：件、円） 

発行年度 総件数 うち複数年度発行件数 徴収漏れ金額 

平成 27年度 1,815 213 80,400 

平成 28年度 1,573 240 83,700 

平成 29年度 1,953 272 95,700 

平成 30年度 1,660 132 56,700 

平成 31年度 1,804 137 57,000 

令和 2 年度 2,559 59 31,200 

合 計 11,364 1,053 404,700 

   平成 24 年度から平成 26 年度の間は、文書保管年数が 5 年を経過してい

るため算出できない。 

3 対  応 

   令和 3 年 3 月 24 日より、規則で定められた通り手数料を徴収している。 

4  問合せ先 

   三木市総務部税務課管理係 

   電話 0794-82-2000（内線 2320、2316） 

 

 


